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我が国の開業助産師の実践能力に関する研究　
—初めて母親になる女性にエンパワメントをもたらすケア—

小　野　智　佐　子

　近年の出産・子育て環境は、児童虐待の急増とその深刻化にみられるように、出産後間もない母
親への移行過程における危機的な状況が伺える。社会的背景として、少子化や核家族化の影響によっ
て、身近に子育てを学ぶ機会が少なく、新生児に接したことがないまま母親になる女性が多くなっ
ていることがあげられる 1）。
我が国の開業助産師は、従来から地域社会に根づき、出産の介助のみならず、妊娠中から産後の子
育てに至るまで、継続的に母子や家族の支援をしてきた 2）。近年の開業助産所の減少により、その
存在が認識されにくい状況にある。出産の医療化 3）が進む以前から、地域で開業助産師が行って
きたように女性のもつ力を十分に発揮させ、主体的に出産・育児に取り組めるように支援を行って
いく必要があると考える。本論文は、開業助産師の実践能力である「初めて母親になる女性にエン
パワメントをもたらす援助」に着目する。開業助産師による女性への援助場面を分析するとともに、
助産師と女性の両者に対する面接を行い質的方法によって検討する。
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が変容する社会的なイベントとして捉らえ、妊娠
中からの子育て支援の重要性を述べている 6）。

開業助産師による妊娠期から継続したかかわり
は、核家族化や少子化の中で細やかな支援を必要
としている母親や家族に対応できる可能性がある
7）。また虐待のリスクをもつ妊婦・褥婦の早期対
応が可能であり 8）、母親が子どもへの愛着が育つ
よう支援した活動ができる。そのことが児童虐待
減少につながっていくと考える。地域の子育て支
援の脆弱化の解決として、開業助産師の活動を再
び見直されている。

かつての日本では開業助産師が、ほとんどを占
めていたが、現在の 86％の助産師は病院・診療
所に就業しており、6％が助産所に就業している
9）。わが国の助産所出産は、全出生の約１％にす
ぎないが 10）、助産所でお産をし、エンパワメン
トされた母親は、主体的に子育てに取り組み、家
族の生活を見直していくことができると報告があ
る 11）。開業助産師のケアは地域の母子にとって
のメリットが大きく、開業助産師へのケアを見直
す必要があると考える。

本論文は、開業助産師の実践能力である「初め
て母親になる女性（以下母親）にエンパワメント
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１. はじめに

近年、児童虐待相談件数は増加の一途をたどり、
平成 10 年度は 6,932 件であったのが、平成 25 年
度は 73,765 件 4）となり、この 15 年間で約 10 倍
も増えている。我が国では、妊娠期からの児童虐
待予防が重要視され、妊娠届出時から保健師が面
接を行う等さまざまな取り組みがなされている。
しかし即効性はなく、児童虐待の減少には至って
いない 5）。

子育て支援は、主として生まれた子どもの支援
を指すが、松島は子育て支援は、子どもが生まれ
てからから展開するものではないと主張し、妊娠・
出産を生物学的なイベントとして捉えず、関係性
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をもたらす援助」に着目する。母親と助産師の援
助場面を分析し、ならびに助産師と母親に対する
半構造化面接データを質的に分析検討する。

2.  我が国の助産師を取り巻く関係法規の現状

助産師とは「厚生労働大臣の免許を受けて、助
産又は妊婦、褥婦若しくは新生児の保健指導を行
うことを業とする女子」をいう 12）。また「助産
師の行う業務の範囲については、助産という正常
な妊産婦への業務であること」が規定されている
13）。助産師は医療法によって助産所の独立開業権
が認められており、医療法第２条に助産所は「助
産師が公衆又は特定多数人数のため、その業務（病
院又は診療所において行うものを除く）を行う場
所をいう 14）」と定義されている。

助産師には、独立開業権があるゆえに他の看護
職より大きな法的責任が課せられている。助産師
の守秘義務は刑法に規定されており、刑法 134 条
では秘密漏洩罪において処罰される 15）。業務に
従事する助産師は医師と同様に応招義務があり、
助産又は妊婦・褥婦若しくは新生児の保健指導の
求めがあつた場合は、正当な事由が無い限りこれ
を断ることはできない。さらに助産師には、証明
文書に関する義務があり、出産の介助又は死胎の
検案をした助産師は、出生証明書、死産証書又は
死胎検案書の交付の求めがあつた場合は、正当な
事由が無い限りこれを断ることはできない 16）。
助産師には、刑事上の協力義務があり、妊娠 4 ヶ
月以上の死産児を検案して異常があると認めたと
きは、24 時間以内に所轄警察署にその旨を届け
出する義務がある。この他に助産録に関する義務
があり、出産介助をしたときは、助産に関する事
項を遅滞なく助産録に記載し、5 年間保存する義
務 24）がある等、助産師の法律による規定は、明
文化され責任の大きい専門職である。

3．我が国の助産師の歴史

助産師は、「産婆」という名称で江戸時代から
存在していた。明治になり、産婆は免状制となり、
産婆規則と産婆試験規則ならびに産婆名簿登録規

則が公布された。これらの法律が規定され、全国
の産婆の資質水準の統一が図られることになった
17）。第二次世界大戦後の 1948（昭和 23）年、保
健婦助産婦看護婦法（以下保助看法）が制定され
た。この法律によって、「産婆」という名称が「助
産婦」に改称され、看護教育を基盤とした助産婦
教育制度が定められた。それまで産婆は、県登録
の業務免許であったが、助産師となり国登録の生
涯免許に改正された。平成 14 年度より、「助産婦」
という名称も「助産師」と改正された。助産師養
成教育に関しては、修業年限が基礎看護教育課程
に加え 6 ヶ月以上であったが、平成 23 年 4 月か
ら助産師のケア能力習得のため、修業年限が１年
以上へと延長になった 18）。平成 27 年 8 月より全
国レベルでの「助産実践能力習熟段階（クリニカ
ルラダー）認証制度」が開始された。助産師の助
産実践能力が一定の水準に達していることを審査
し認証する制度が開始された 19）。この制度は、
より一層助産師の専門性を高めることに繋がって
いくこが期待されている。

4．妊娠・出産・産褥・育児期の母親の

課題とエンパワメント

妊娠、出産、育児は、母親のライフサイクルの
中で起こる変化の過程で、発達危機に相当すると
いわれる 20）。初めて母親になる女性、さらに核
家族の中で周囲のサポートが少ないと、危機は著
明に表れることが予想される。妊娠・出産・産褥・
育児期は母親にとって危機を乗り越え、心理社会
的にダイナミックスな変化をたどり適応していく
時期である 21）。しかし、精神的な不安などで、
母親のエネルギーが少なくなっているときや自ら
の問題に対処できずにいる時は、子育てが楽しく
感じられず、自分らしい育児を試行錯誤する余裕
もなくなると考える。母親が心理的危機を乗り越
えて母親としての自信を取り戻し、育児する力の
獲得はエンパワメントであると考える。

エンパワメントとは、何らかの状況や抑圧に
よって、自己の可能性が押し込められている状態
から、共感、信頼、連帯、権利意識といった肯定
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的なパワーによって自己の内なる力の存在に気づ
き、自らのコントロール力を取り戻すプロセスと
捉えることができる。子育て期の親のエンパワメ
ントを内的変容観点より、分析した研究がみられ
るようになってきた 22）。知的障害がある子ども
を育てる母親の子育てエンパワメントの研究で
は、乳児期から就学後までのエンパワメントのプ
ロセスを明らかにすることを目的に、知的障害が
ある子どもの母親より、就学後までの子育ての出
来事の内容を質的に分析した。母親が子育ての自
信を回復する上で重要となる要因として「母親役
割の変遷」、「子育て方針の変化」、「育児期におけ
る母親間の関係」、「夫婦関係」の 4 大カテゴリー
を抽出 23）していた。しかし、母親のライフサイ
クルの中での妊娠、出産、産褥、育児期における
エンパワメントの研究は、見当たらない。

5．研究方法

1）用語の定義	
エンパワメントとは、力をつけること。一般に

「力や権限を与える」という意味である。本研究
では資源を活用しながら、育児するうえでの問題
解決力を獲得し、妊娠・出産・産褥・育児期に遭
遇する困難を自ら必要な資源を活用し問題解決す
る力と定義する。この場合の育児とは、我が子に
対する世話等を含む母親役割の遂行であるため、
妊娠・出産中の母親としての役割も育児と指す。

2）研究対象者
3 施設の助産院の開業助産師（以下助産師）11

名および初めて母親になる妊婦 4 名である。妊婦
の選定条件は家族形態が現在核家族であり、本研
究によって支障をきたす妊娠異常や合併症がない
ことにした。

3）研究目的
開業助産師の実践能力である「初めて母親にな

る女性（以下母親）にエンパワメントをもたらす
援助はなにか、母親と助産師の援助場面を分析し、
ならびに助産師と母親に対する半構造化面接デー
タを質的方法によって分析検討する。

4）データ収集方法
母親が妊娠 30 週から産後 3 ヶ月までの助産師

の全ての援助場面に立会い、観察法を用い縦断的
にデータを得た。観察内容は、妊婦健康診査時、
両親学級等の各種教室参加、出産開始入院から出
産に至るまで、出産入院期間中の毎日、産後の家
庭訪問、母子の 1 ヶ月および 2 ヶ月健診、産後の
乳房マッサージや育児相談、その他の急な来所時
も観察した。観察は観察者の立場をとり、援助に
つながることはしなかった。観察内容は、時系列
にフィールドノートに記述した。

助産師の援助の意図や根拠を聴くために、援助
ごとに助産師に対してインタビューを行った。ま
た母親に対して、半構造化面接法注 2）によって縦
断的にデータを得た。面接の時期は、４回であり、
①出産前（妊娠 37 〜 39 週頃）、②退院前日、③
産後１ヶ月後、④産後3ヶ月後であった。面接デー
タは、対象者の同意を得て IC レコーダーに録音
した。助産師との面接で得たデータおよび母親の
面接で得たデータもフィールドノートに記述し
た。データ収集は、2007 年 6 月〜 12 月までの期
間である。

5）分析方法
観察法および面接法によるデータは、修正版グ

ラウンディッド・セオリー・アプローチ（以下
M-GTA）を援用し質的に分析した。M-GTA は
GTA をより活用しやすいように木下 24）によって
考案された手法である。切片化を重視せず、デー
タのコンテキストをみていき、データに密着しな
がら帰納的に理論を生成する研究方法 25）である。
本研究では、助産師と母親との相互作用によって

「母親がエンパワメントをもたらす」という変化
プロセスに焦点をあてた研究であることから、
M-GTA が適していると考えた。

6）倫理的配慮　
助産所の責任者および対象者に対し、文書を用

い協力内容、倫理的配慮等について口頭で説明し、
同意書に署名を頂き同意を得た。また所属大学倫
理審査委員会の承認を得た。
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6．結果

1）対象の概要
対象者は、3 か所の助産所において、母親を援

助する助産師 11 名と母親は 4 名である。対象助
産師の平均年齢は、46.7 歳、助産師歴平均 20.3
年であった。協力助産所の助産師数 8 〜 16 名、
出産件数 22 〜 158 件 / 年、入院部屋数 2 〜 5 部
屋である。（表 1）

対象母親の年齢は、平均 31．2 歳であり、全員
初産婦であり、核家族であった。就労および就労
再開、出産の状況は表 2 の通りである。

表3 母親に対するデータ収集回数

カテゴリー

信頼関係を構築

安寧を確保 共感 楽にさせる 自我の強化

親しみのある

対等な状況
ふれあい ピュアな関係

アット

ホーム

予期的な
情報提供

予期的な
情報提供

具体例の提示
専門的な
方向づけ

対処力
の強化

母親役割技術獲

得のための
共同作業

パートナー

シップ

選択肢を

与える
体験を促す

失敗感を

与えない

タイムリーな承認 励ます 成長を伝達
諦めない

と伝達

家族の力を

巻き込む

家族の力量

を見極める

表3 　母親がエンパワメントをもたらす助産師の援助

サブカテゴリー名

安心の付与
心理的距離

の短縮

個別状況

に配慮

その人らしさ

を引き出す

語る力を

発揮

イメージ化
の促進

生活の知恵
を提案

模範を
示す

理想型を
焼き付ける

判断過程や
根拠を示す

技術の
強化

任せる 承認・賞賛 保証

対処力

の強化

家族力を

高める

人として
認める

親しみの
ある関係

敷居の低い関係

支持的・

養育的
代弁

4  
 

 4

ると考えた。 

6)倫理的配慮  

助産所の責任者および対象者に対し、文書を用い協力内容、倫理的配慮等について口頭で説明し、

同意書に署名を頂き同意を得た。また所属大学倫理審査委員会の承認を得た。 

6．結果 

1)対象の概要 

対象者は、3 か所の助産所において、母親を援助する助産師 11 名と母親は 4 名である。対象助産
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助産院3

2床 5床

助産師数 8名 7名 16名

分娩件数/ 年 147件 22件 158件

入院部屋数 4床

表1．対象助産所の概要　　　　　　　　　　

助産所No. 助産院1 助産院2

2）分析結果
M-GTA による分析した結果 185 の概念が生成

され、39 のカテゴリー、7 のカテゴリーが抽出さ
れた。（表３）

7．分析結果と考察

以下に、M-GTA による分析によって抽出され
たカテゴリーとサブカテゴリーから、ストリーラ
インを作成し考察を加える。

1）信頼関係を構築
助産師は、初め自ら母親に近づき【安心の付与】

【心理的距離の短縮】を行っていた。妊娠中から
の継続した関わりが、母親の事を理解し【個別の
状況に配慮】していた。信頼関係が構築されると

【語る力を発揮】し、母親の【その人らしさを引
き出す】ことにつながっていた。助産師は、妊娠・
出産・産褥が正常に経過できるよう熟練した専門
的ケアを提供し、妊娠中から継続した援助を通し
て、母親から信頼を得ていた。信頼関係の構築は、
母親に安心を与えるとともに心理的な距離を縮め
絆が形成されていた。

Ｄ氏は不妊治療後の高齢出産であることから、
妊娠中の不安が強かった。助産師は妊娠中の健康
管理をしっかりと行うことで、妊娠異常を予防し、
助産院所出産が可能であることを伝え、様々な支
援メニューを提供していた。Ｄ氏は助産師に対し
助産技術力としても人間としても安心して任せら
れると思えるようになり、信頼し心を開くように
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なってきた。
信頼関係とは一般に信じて頼る関係のことであ

るが、さらに心的課題である他人を頼る学習であ
り、必要な援助を求めて依存する課題であるとい
われる 26）。母親は、助産師を受け容れ頼ること
ができる心的課題を達成し、助産師を信頼が培わ
れたと考える。相互の信頼関係は患者に安心と話
しやすさをもたらし、自己表現できる機会となっ
ていくことが確認できた。大久保は、人と人との
つながりの中であるがままの私で入れる居心地よ
さの中でポジティブな感情を感じエンパワメント
されていくと述べ 27）、Cheryl は、エンパワメン
ト過程の必須条件は信頼であると述べている 28）。
エンパワメントが生じる条件は、信頼関係が基盤
にあることは、先行研究と一致している。しかし、
本研究での助産師に対する信頼は、助産師の確か
な技術力とともに継続した関わりが存在している
ことが特徴的であった。

2）安寧を確保	
助産師は常に母親に【共感】し、安心できる状

況をつくりだしていた。特に育児に不安が強い時
は、母親の自我が脆弱であり【楽にさせる】【支
持的・持養育的】な関わりによって母親の心の安
定感を取り戻していた。また母親の気持ちを予測
し、【代弁】することによってニードを引き出し
ていた。母親が心身ともに安寧になることが自分
らしさを取り戻し、自らの力の回復につながって
いた。Ａ氏は、母乳哺育を強く希望しているが、
乳汁分泌量が極少量であり、授乳技術も不慣れで
あることから、母乳栄養への焦りや不安を抱いて
いた。助産師は、Ａ氏が自らの不安を言語化でき
ない不安な状況を代弁しながらニードを満たして
いた。またＡ氏が授乳に翻弄され生活がままなら
ない状態を察し、生活を整えながら、安寧を確保
していた。この場合不安な状態から精神の安寧を
保ち母親の自らの信頼を回復させていた。つまり
パワーレスからの回復となっていると考える。エ
ンパワメントプロセスはパワーレスからの回復
が、自己に対する信頼の回復となっていくカウン
セリング段階 29）がある。この段階においては、
カウンセリング技術が適応されるが、本結果の「安

寧を確保」がカウンセリングと同様な機能である
と考える。しかし、助産師は単にカウンセリング
技術だけでなく、自らの生活をコントロールでき
ない時は、生活を整えたり、手段的な援助を行い
ながら安寧を確保しているという特徴があった。

3）ピュアで敷居の低い援助関係
助産師は、母親に対してピュアで敷居の低い援

助関係をつくりだしていた。ピュアで敷居の低い
関係の効果として、母親の自律性が高まると考え
る。ペプロウは、援助者が母親に対して脅威を与
えるような相互作用ではなく、支持的な人間関係
を保てれば、看護のプロセスは治療的なプロセス
になり、対象の成熟を促す力となることができる
と述べ 30）、また新道は、脅威でない支持的な相
互作用の流れのなかで、自由に自分の体験を話し
感情を表現することによって心理的適応へと導か
れると述べている 31）。

母親が力を獲得するには、援助関係が指導的な
かかわりではなく、主体は母親であるという認識
をもつことが重要であると考える。麻原は、エン
パワメントプロセスの支援の中で専門的役割を超
えた人としての平等な関係性の中で対象者が力を
つけていく場合が多い事に気づき、協働関係の重
要性を述べている 32）。

助産師によるエンパワメントをもたらす援助関
係は、母親が尊重され、敷居が低く求めやすい中
でパートナーシップが発揮されていると考える。
同時に助産師は、専門的技術を提供する出産の介
助時や母子の診察時は、毅然とし教育的に手段的
支援を行っていくという特徴がみられた。

4）予期的な情報提供
助産師は、妊娠中から母親に【予期的な情報提

供】を行い先の見通しをもたせていた。
【模範を示す】【具体例の提示】を通し、【イメー

ジ化の促進】につながり、助産師の【生活の知恵
を提案】をし、現実的な行動に結びつく支援をし
ていた。また重要な事柄は、必ず判断過程を示し

【対処力の強化】を図り、【専門的な方向づけ】を
行っていた。助産師による予期的な情報提供が先
の見通しをもち計画的な行動につながっていた。
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助産師はあらゆる機会を利用し、今後の経過や
対処方法など予期的情報提供を行なっていた。予
期的な情報があると母親は先の見通しがもて、準
備性につながっていた。妊娠中は分娩や新生児の
生活など近い将来のイメージをもつことになって
いた。母親は情報提供を機にそのことに関心が高
まり、更に情報を求め、主体的に分娩や新生児の
準備を行うという変化をもたらしていた。戸田は
妊婦が妊娠 ･ 分娩 ･ 産後の基本的な生理や経過を
教えていただき、自分の現状が把握できるように
なりはじめて、母親は理性的にケアの提供者との
関係を築くためのスタートラインにたつことがで
きると述べており 33）、情報共有や情報の均一化
は主体的な姿勢とともにセルフケア行動に繋がる
と考える。十分な情報の基盤を共有することが相
互に望ましい検討がされる。今回、全母親が安産
に向けて助産師の提案を励行する姿に変わって
いった。つまり母親が自ら意思決定し努力の姿勢
を選びとっていた。

助産師は、情報提供とともに学級において、育
児の実技演習の機会を与えていた。このことは、
妊娠中から育児を体験させることによって母親役
割を取得する準備性を高めていくことにつながる
と考える34）。助産師による予期的情報提供は、ロー
ルプレイングとなり、将来のイメージ化、母親役
割を取得する準備を行っていた。

5）母親役割技術獲得のための協同作業
助産師と母親は場を共有し【パートナーシップ】

を発揮していた。助産師は母親の力量を見極め体
系的であった。さらに助産師と共に繰り返し【技
術の強化】をはかり【体験を促す】ことにより成
功体験につなげていた。助産師と場を共有するこ
とによって理解が深まり判断力を養い、【選択肢
を与える】ことによって意思決定の機会を意図的
に関わっていた。初めは模範を見せ【理想型を焼
き付け】ていた。【判断過程や根拠を示す】肢を
与える】ことによって意思決定の機会を意図し、
母親に十分に寄り添い【失敗感を与えない】よう
支援していた。助産師は母親の力量を見極め習得
度に合わせて段階的にかかわっていた。熟練した
助産師の技によって助産師による児の世話技術の

模範を示し、方法や根拠を説明していた。助産師
によるモデリングに続き母親に体験させ、繰り返
すことによって、我が子の世話を適切に遂行する
力の獲得につながっていた。このような助産師の
段階的ケアは教育的なかかわりであると考える。
野嶋は、エンパワメントをもたらす看護介入は、
教育的な介入がエンパワメントをもたらす 35）と
述べている。助産師という専門家としてのアセス
メントに基づいた的確な判断および支援が教育的
介入であり、母親の育児技術力を高める援助であ
ると考える。母親が育児技術力を獲得すると、有
能に世話ができる満足感、子どもとの相互作用に
よる育児が楽しめる、自己効力感、自己肯定感が
もてるようになり、さらに家族や周囲との交流が
増しエンパワーしていた。このことからも助産師
の確かな技術を提供し、母親が育児技術力を獲得
できることがエンパワメントにつながってと考え
る。

6）タイムリーな承認
助産師は母親ができる技術は【任せる】自己効

力感につなげていた。母親の【成長を伝達】こと
やタイムリーな【承認・賞賛】を与え、母親の自
信を高めていた。困難感を抱いているときは【励
ます】【諦めないと伝達】し、助産師による【保証】
を与えていた。

助産師は場を共有し手段的に支援をしながら、
努力の姿勢、成果、力があることをタイムリーに
承認していた。さらにそれでいい大丈夫できてい
ると安心させ心理的に支持していた。このような
肯定的なストロークは母親の自尊感情を高め自己
効力感につながっていくと考える。母親にとって
母親役割技術が有能でないと感じ、母親役割につ
いて不確かであると感じていると自信を得にくい
が、助産師という専門家が時期を逸せずにタイム
リーに承認・賞賛することが、自己効力感、有能
に世話ができる満足感、自己肯定感につながって
いた。エンパワメント ･ アプローチでは指導する
のではなく、批判せず時節を得て賞賛・承認に徹
する 36）とあるように、助産師は決してネガティ
ブなフードバックはせずに常に寄り添い承認・賞
賛を与えていた。
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7）家族の力を巻き込む
助産師は【家族の力量を見極める】、家族の力

をアセスメントし家族員を巻き込み援助してい
た。このように家族の力を活用することが家族の
きずなに貢献し【家族力を高める】ことになって
いた。母親は今後家族員を活用し母親役割を遂行
していけるよう【対処力の強化】を図っていた。
家族の力を高めることが母親の力添えになりエン
パワメントをもたらしていた。 助産師は家族で
子どもを迎えるために、パートナーである夫や家
族を出産に立ち会う機会を与え、家族の絆が深ま
ることを意図していた。出産直後から夫や家族が
関わることによって、意味のある共通体験となる
と言われる。例えば新生児の沐浴やおむつ交換に
家族員を巻き込み、家族の育児技術力を高め協力
体制をつくっていた。今後、母親を心理的にも手
段的にも支援していくのは家族であり、家族が有
機的な関係を築き、家族の世話力を高め家族エン
パワメントすることが、母親の個人的エンパワメ
ントを促進すると考える。

8．結語

母親にエンパワメントをもたらす助産師の援助
を質的に分析し以下の結論を得た。
1）エンパワメントが生じる条件として、「ピュア

で敷居の低い関係」「信頼関係」が必要であっ
た。助産師によるピュアで敷居の低い援助関
係は、母親に脅威を与えるような相互作用で
はなく、母親の自律性が高まり、パートナー
シップとなっていく。助産師は、継続ケアの
中で安全と安心感を与え、心理的な距離を縮
めながら絆を形成し、信頼関係を構築してい
た。母親が助産師に対する信頼は、人間的な
信頼だけではなく助産師の確かな技術力が存
在していることが特徴的であった。

2）母親の不安が強くエネルギーが低いパワーレ
ス時は、安寧の確保がされていた。安寧の確
保はカウンセリング機能であり、自己への信
頼を取り戻すことができていた。助産師によ
る安寧の支援は、手段的に生活を整えること

も含むという特徴が認められた。
3）母親にエンパワメントをもたらすには、我が

子の世話技術力獲得が重要であり、熟練した
技をもつ助産師による「予期的な情報提供」

「母親役割技術獲得のための協同作業」「タイ
ムリーな承認・賞賛」が教育的に展開されて
いた。子どもの世話技術力獲得は、我が子の
世話を適切に遂行する力となり、有能に世話
ができる満足感、子どもとの相互作用による
育児が楽しめる、自己効力感、自己肯定感が
もてるようになり、さらに家族や周囲との交
流が増し、エンパワーしていた。

4）新しい家族員を迎え家族として順調なスター
トができるよう、助産師は家族の出産を支援
し、出産直後から家族を児の世話に参加させ
ていた。そのことによって家族の絆が深まり、
協同し育児をする体制をつくっていた。家族
の育児する力を支援することが、家族をエン
パワメントし、ひいては母親のエンパワメン
トを促進させていくことになっていた。

　今後の課題として、開業助産師の実践能力であ
る「母親にエンパワメントをもたらすケアが、乳
幼児虐待予防に活用できるかの視点で研究を続け
ていきたい。
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注
注 1）領域密着型理論： グラウンディッド・セオリー・ア

プローチには、特有の領域に関する理論と領域を超え
たところで成立するフォーマル理論の２つのタイプが、
グレーザーとストラウスによってオリジナル版におい
て提示されている。領域密着型理論は前者であり、研
究領域の現場との関連性を強調している。特有の社会
空間に対応する理論生成が可能であり、その領域に密
着した理論である。

注 2）半構造化面接法：面接法は、その構造から、「構造
化面接法」「非構造化面接法」「半構造化面接法」に大
別される。半構造化面接法は、あらかじめ仮説を設定し、
質問項目も決めておきますが、会話の流れに応じ、質
問の変更や追加をおこない、自由な反応を引き出すも
のある。




